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松山市有財産の売却に係る 

入札説明書 
（令和８年度第１回） 

 

松山市理財部管財課 
 

はじめに 

○松山市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するＫＳＩオークションのインターネット

公有財産売却システムを利用して、次の市有財産を一般競争入札により売却します。 

 

●売却物件一覧表(車両など) 

区分 

番号 
物 件 名 年式 走行距離 

予定価格 

（最低売却価格） 
入札保証金 

8-1 
【再出品】原因調査車 

(ﾄﾖﾀ ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ) AT車,4WD 
平成 17年式 31,813㎞ 50,000円 5,000円 

8-2 
1 ﾄﾝﾄﾗｯｸ 

(ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞ)MT車 
平成 7年式 24,676㎞ 10,000円 1,000円 

8-3 
軽ﾄﾗｯｸ 

(ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑ)AT車,4WD 
平成 15年式 不明 50,000円 5,000円 

8-4 
BD-1型消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 1 

(ﾄﾖﾀ ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ)MT車,4WD 
平成 14年式 5,546㎞ 1,000,000円 100,000円 

8-5 
資機材搬送車 

(三菱 ﾌｧｲﾀｰ)MT車,ﾕﾆｯｸ付 
平成 9年式 20,859㎞ 500,000円 50,000円 

8-6 
高規格救急車 1 

(ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ)AT車,4WD 
平成 27年式 271,449㎞ 100,000円 10,000円 

8-7 
BD-1型消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 2 

(ﾄﾖﾀ ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ)MT車,4WD 
平成 14年式 4,238 ㎞ 1,000,000円 100,000円 

8-8 
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車 

 (三菱 ｷｬﾝﾀｰ)MT車 
平成 12年式 5,732㎞ 50,000円 5,000円 

8-9 
道路作業車 

(いすゞ ｴﾙﾌ)MT車,4WD 
平成 22年式 164,624㎞ 100,000円 10,000円 

8-10 
高規格救急車 2 

 (ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ)AT車,4WD 
平成 21年式 209,651㎞ 100,000円 10,000円 

8-11 
ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 1 

(ｺﾏﾂ) 
平成 16年式 6,362.3H 100,000円 10,000円 

8-12 
ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 2 

(ﾄﾖﾀ) 
昭和 57年式 不明 10,000円 1,000円 
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○この一般競争入札は、入札者のうち、松山市があらかじめ定めた予定価格以上の最も高い金

額で入札した方に売却するものです。 

 

○一般競争入札への参加を希望する方は、この「入札説明書」をお読みのうえ、参加してくだ

さい。 

 

 

 

１ 入札参加申込者について 

今回、出品する物品については、松山市が指定する引渡し場所に直接引き取りに来られる方

に入札参加者を限定させていただきます。 

 

 

２ 入札参加申込みについて 

（１）（２）両方の申込手続が必要です。 

 

（１） 参加仮申込み（インターネット） 

入札に参加するためには、ＫＳＩ官公庁オークションのメニューに入り、公有財産売却シ

ステム上にて仮申込画面（各物件ページの右部にある「会員登録へ」）で会員識別番号を取

得してください。 

なお、法人で公有財産売却の参加仮申込みを行う場合は、法人代表者名でログインＩＤを

取得する必要があります。その後、公有財産売却システム上にて仮申込画面（各物件ページ

の右上にある「マイページへ」）で定められた期間内に住所、氏名など入力することによ

り、参加仮申込みの登録を行ってください。（前提条件として、会員識別番号を、参加者本

人の名前で取得する必要があります。会員識別番号とパスワードの管理は厳正に行ってくだ

さい。） 

 

○参加仮申込み受付期間 

令和８年４月３日（金）午後１時から令和８年４月２１日（火）午後２時まで 

※上記期間を過ぎますと登録ができず、入札に参加できません。 

 

 

（２） 参加本申込み（書類提出など） 

（１）のとおり、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より参加仮申込みを行った

後、松山市のホームページから必要書類を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、松山市

理財部管財課に提出してください。 

8-13 
可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 

(ｵｲﾙﾚｽ) 
平成 10年式 ‐ 10,000円 1,000円 

8-14 可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 平成 14年式 ‐ 10,000円 １,000円 

8-15 
水槽車 

(日野 ﾌﾟﾛﾌｨｱ)MT車 
平成 11年 13,387㎞ 100,000円 10,000円 
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複数の物件を申込みされる場合は、必要書類を物件ごとに提出してください。 

提出書類に不備があった場合、電子メール又は電話で受付番号を通知しますので、不備 

のあった書類を提出してください。その際に、封書の表面に区分番号と受付番号を明記し

てください。 

  なお、提出されたすべての書類は返却することはできません。 

 

○参加本申込み受付期間 

令和８年４月３日（金）午後１時から令和８年４月２１日（火）午後５時まで(土曜日、

日曜日及び祝日を除く。) 

※郵送の場合は、申込締切日の消印有効、宅配便等の場合は、申込締切日までに発送し

たものを有効とします。 

 

○提出書類 

 １．受付確認表（松山市ホームページに掲載しています。）           １通                                            

 ２．公有財産売却一般競争入札参加申込書 （松山市ホームページに掲載しています｡）   １通 

 ３．印鑑登録証明書※（必ず添付してください。＊写し可）           １通 

 ４．商業登記簿謄本※（参加申込者が法人の場合のみ必要 ＊写し可）      １通 

 ５．委任状 (様式１) （参加申込者が代理人を選任した場合のみ必要）      １通 

※「印鑑登録証明書（写し可）」及び「商業登記簿謄本（写し可）」は、発行後３カ月以内

のものが必要になります。 

 

○提出先 

〒７９０－８５７１ 

愛媛県松山市二番町四丁目７番地２ 松山市理財部管財課 車両管理担当 

電話番号：０８９－９４８－６７５３ 

 

（３） 入札保証金の納付  

入札保証金は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金

納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をＳＢペイメ

ントサービス株式会社へ委託しております。 

法人で参加申込みを行う場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。 

入札保証金の額が不足する場合は、入札が無効となりますので注意してください。 

落札者は、売買契約締結後に入札保証金を契約保証金に充当する手続を行ってください。 

 

（４） 入札参加申し込み資格  

申込みは、個人又は法人を問わず行うことができますが、次のいずれかに該当する方は、

申込みできません。 

１．地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項各号に該当する方 

２．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号から第６号の規定に該当する方 

３．無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員 

  ４．日本語を完全に理解できない方 

  ５．松山市が定めるガイドライン及びＫＳＩ官公庁オークションに関連する規約・ガイド
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ラインの内容を承諾せず、順守できない方 

  ６．１８歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合は除きます。 

  ７．日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又

は連絡先がある場合は除きます。 

  ８．公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格

などを有していない方 

 

 

３ 見学会 

（１） 見学できる物件  ※見学希望者が少ない場合は、見学物件を限定させていただく場合があります。 

 【車両など】 

① 車両など１２台（8-1～10、8-13～14） 

② 車両１台（8-15） 

③ ショベルローダー１台（8-11） 

④ ショベルローダー１台（8-12） 

 

（２） 見学会の日時  ※見学希望者が少ない場合は、見学時間を指定させていただく場合があります。 

 【車両など】 

① 令和８年４月１０日（金）午前９時から午前１１時まで 

② 令和８年４月１０日（金）午後２時から午後４時まで 

③ 令和８年４月１４日（火）午後２時から午後４時まで 

④ 令和８年４月９日（木）午前９時から午前１１時まで 

 

（３） 見学会の場所  

 【車両など】 

① 愛媛県松山市尾儀原乙２０５番地     松山市北条クリーンセンター（休止中） 

② 愛媛県松山市三津３丁目４－２３    松山市消防局 西消防署 

③ 愛媛県松山市市坪西町１０００―１   松山市南クリーンセンター 

④ 愛媛県松山市北梅本町甲１３１４    松山市農業指導センター 

※松山市ホームページなどに設置場所の URLを掲載しますので参考にしてください。 

 

（４） 見学会申込み方法・申込み締切日時  

電子メールによる予約が必要です。３（５）に記載のある、メールアドレス宛に下記の必

要事項をメール本文に記載のうえご連絡ください。受付後、実施日の前日までに受付完了メ

ールをお送りします。電子メールでの通知がない場合は、届いていない場合がございますの

で、電話にてご連絡をお願いします。 

なお、予約されていない方は当日見学することはできません。また、来られる際の車両の

登録番号を確認させていただく場合があります。 

画像に掲載されている箇所以外にも汚れ、キズなどがありますので、見学会で確認したう

えで入札に参加されることを推奨します。 

見学会は天候などの影響により、中止又は延期する場合があります。 
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○申込み必要事項 

１．見学者氏名 

２．見学物件番号 

３．見学日時 

４．見学人数 

５．当日連絡がとれる連絡先 

６．車で来られる場合は車両ナンバー 

  

○申込み締切日時 

令和８年４月９日（木）正午まで〈 ①・② 〉 

令和８年４月１３日（月）正午まで〈 ③ 〉 

令和８年４月８日（水）正午まで〈 ④ 〉 

 

 

（５） 連絡先  

〒７９０－８５７１ 

愛媛県松山市二番町四丁目７番地２ 

松山市理財部管財課 車両管理担当 

電話番号：０８９－９４８－６７５３ 

メールアドレス：kanzai-syaryou@city.matsuyama.ehime.jp 

 

 

４ 入札及び開札 

（１） 入札の日時  

令和８年５月１２日（火）午後１時から令和８年５月１９日（火）午後１時まで 

※入札は１回しか行うことが出来ませんので、ご注意ください。 

 

（２） 入札手続  

公有財産売却システム上で行います。 

○入札に当たっての注意事項 

公有財産売却システム上で公開している「誓約書」及び「松山市インターネット公有財産

売却ガイドライン」を熟読し、同意のうえで入札に参加してください。 

 

（３） 開札、落札者の決定  

○開札 

開札は、入札期間終了後直ちに、公有財産売却システム上で行います。 

 

  ○落札者の決定 

入札期間終了後、松山市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の物件区分）ごとに、売

却システム上の入札で、入札価格が予定価格（最低売却価格）以上でかつ最高価格である入

札者を落札者として決定します。ただし、入札終了後に最高価格での入札者が複数存在する

場合は、くじ（自動抽選）で最高価申込者を決定します。 

なお、落札者の決定に当たっては、落札者の会員識別番号を落札者の氏名（名称）とみな

します。 
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５ 契約の締結 

（１） 契約の決定  

  ○落札者への通知 

松山市は、落札後、落札者に対して売却が決定した通知を電子メール又は電話で行い、

「契約の流れ」、「売買契約書（売却決定金額５０万円以下の物品については請書）」、「依頼

書（契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書）」及び「保管依頼書」を送付します。 

 

（２） 契約の決定金額  

○落札者との契約金額 

落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。決定金額は消費税及び地方消費税相当

額を含みます。また、売却物件が車両の場合は、リサイクル料金も含みます。 

 

（３） 契約の締結  

○契約の締結期限 

落札者は、送付書類の契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書及び保管依頼書を印刷 

し、必要事項を記入・押印のうえ、売買契約書２通（売却決定金額５０万円以下の物品につ

いては請書１通）（落札者押印済み）を添付し、落札決定の通知を受けた日から１０日以内

に、松山市へ郵送又は持参してください。 

複数の物件を落札された場合、物件ごとに前記書類を提出してください。 

 

○提出書類 

１．契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書                   １通 

２．売買契約書                                 ２通 

（売却決定金額５０万円以下の物品については請書 １通） 

３．保管依頼書                                                          １通 

 

○費用の負担 

契約の締結に関して必要な費用は、落札者の負担となります。 

 

 

６ 売払代金の支払い 

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金（契約保証金に充当した入札保

証金）を差し引いた金額となり、原則として令和８年６月２日（火）午後２時３０分までに納

付しなければなりません。なお、前記期限までに売払代金の納付がない場合、売買契約が解除

となり、契約保証金が松山市に帰属することがあります。納付に必要な納付書は、上記５の売

買契約書等が松山市に届き次第、送付します。 

 

 

７ 売買物件の引渡しと車両の所有者変更などについて 

（１）  売買物件の引渡し  

松山市が売払代金納付確認後、松山市が指定する場所で、受任者へ売買物件を引き渡します。 
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（２） 車両の所有者変更について  

車両の所有者変更の手続が必要な場合は、必要書類を落札者又は受任者へ引き渡します。

落札者又は受任者は、松山市へ物件受領書（落札者押印済み）及び委任状（売買物件の引受

けを委任した場合のみ必要）の提出、並びに身分証明書の掲示が必要です。 

必要書類の引渡後、手続を行い、引渡後３０日以内に所有者変更済みの登録識別情報等通

知書の写しや軽自動車検査証返納確認書などを松山市へ提出してください。 

 

（３） 費用について  

この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は落札者の負担となります。 

 

 

８ その他 

（１）車両については、契約書を松山市へ提出した時点で、車両にかかる危険負担は落札者に

移転します。したがって、契約締結後に発生した車両の破損及び焼失など松山市の責に帰

すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求するこ

とはできません。 

 

（２）売買物件の付属品及び車内のゴミの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。 

 

（３）危険負担が落札者に移転した後は、契約不適合責任免責としますので、売払代金の減額

若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。 

 


